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令和４年２月定例県議会提出予定案件 

（当初分） 

 

（議 決 案 件） 

【制定条例】 

１ 山梨県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行条例制定の件 

   畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律等の制定に鑑み、畜舎等の技術基準等について

必要な事項を定める。 

   １ がけ付近に建築する畜舎等の敷地、構造等に関する制限を規定  など 

   ２ 畜舎建築利用計画の認定申請手数料等を規定 

  ＜令和４年４月１日から施行＞ 

 

 

【改正条例】 

２ 山梨県部等設置条例及び山梨県防災会議条例中改正の件 

   男女共同参画の推進及び共生社会の実現に向けた体制強化を図るため男女共同参画・共生社

会推進統括官の設置等を行うとともに、防災会議の委員等の定数を改正する。 

   ・ 男女共同参画・共生社会推進統括官を設置 

   ・ リニア未来創造局の分掌事務のうち、デジタルトランスフォーメーションに関する事項

を知事政策局に移管 

   ・ スポーツ振興局の分掌事務のうち、オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会

に関する事項を削除 

   ・ 防災会議の定数の変更  １５人以内 → １６人以内  など 

  ＜令和４年４月１日から施行＞ 

 

 

３ 山梨県附属機関の設置に関する条例中改正の件 

   ブランドプロモーション支援事業の終了に伴い、山梨県ブランドプロモーション支援事業審

査委員会を廃止する。 

  ＜令和４年４月１日から施行＞ 

 

 

４ 山梨県の事務処理の特例に関する条例中改正の件 

   知事の権限に属する事務のうち市町村が処理することとする事務を拡大するため、所要の改

正を行う。 

  １ 新たに市町村が処理することとする事務を追加 

（１） 国定公園に関する公園事業執行の申請・届出の受理等に関する事務 

（２） 県立自然公園に関する公園事業執行の申請・届出の受理等に関する事務 など 

   ２ 認可外保育施設の開設届出の受理等に関する事務について処理する市町村を拡大 など 

  ＜令和４年４月１日から施行＞ 
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５ 山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例及び山梨県学校職員の勤務時間等に関する

条例中改正の件 

   一般職の国家公務員の休暇制度の改定等に鑑み、不妊治療休暇について所要の改正を行う。 

   ・ 休暇の期間  ６日以内 → ６日以内（体外受精等の不妊治療の場合は１０日以内） 

  ＜令和４年４月１日から施行＞ 

 

 

６ 山梨県職員の育児休業等に関する条例中改正の件 

   最近の社会情勢の変化に鑑み、仕事と家庭が両立できる職場環境を整備するため、職員の育

児休業等について所要の改正を行う。 

   ・ 会計年度任用職員の育児休業取得要件である在職期間要件（１年以上）を廃止  など 

  ＜令和４年４月１日から施行＞ 

 

 

７ 山梨県手数料条例中改正の件 

   地方公共団体の手数料の標準に関する政令等の一部改正に鑑み、行政書士試験手数料の額等

について所要の改正を行う。 

   ・ 行政書士試験手数料    ７，０００円 → １０，４００円  など 

   ・ マンションの管理計画認定申請手数料  （新設）３，６００円  など 

  ＜令和４年４月１日から施行＞ 

 

 

８ 山梨県高圧ガス保安法関係手数料条例及び山梨県液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化

に関する法律関係手数料条例中改正の件 

   地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、高圧ガス製造保安責任者試験

手数料等の額を改定する。 

   １ 山梨県高圧ガス保安法関係手数料条例 

・ 高圧ガス製造保安責任者試験手数料（乙種化学責任者） 

９，３００円 → １１，６００円  など 

   ２ 山梨県液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料条例 

・ 液化石油ガス販売事業者認定申請手数料（販売契約を締結している一般消費者等の

数が一万戸以上の場合） 

１１０，０００円 → ９８，０００円  など 

  ＜令和４年４月１日から施行＞ 

 

 

９ 山梨県職業能力開発促進法関係手数料条例中改正の件 

   国の制度改正に鑑み、技能検定試験手数料について所要の改正を行う。 

   ・ 技能検定試験手数料の減免対象となる要件を改める。 

      ３５歳未満の者 → ２５歳未満の在職中の者  など 

  ＜令和４年４月１日から施行＞ 
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10 山梨県警察関係手数料条例中改正の件 

   道路交通法施行令等の一部改正に鑑み、運転技能検査手数料等について所要の改正を行う。 

   １ 道路交通法施行令で定める手数料の標準額のとおり新設、改定 

・ 運転技能検査手数料              （新設）３，５５０円 

・ 認知機能検査手数料           ７５０円 → １，０５０円 など 

   ２ 道路交通法施行令で定める額等に準じて改定 

・ 特定任意高齢者講習手数料      ５，１００円 → ６，４５０円 など 

   ３ 地方公共団体の手数料の標準に関する政令で定める手数料の標準額のとおり改定 

・ 銃砲刀剣類所持許可証書換え手数料  １，８００円 → １，６００円 

  ＜令和４年５月１３日から施行。ただし、３については令和４年４月１日から施行＞ 

 

 

11 山梨県国民健康保険財政安定化基金条例中改正の件 

   国民健康保険法の一部改正に鑑み、基金の処分について所要の改正を行う。 

   ・ 市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制等のために、基金を

処分することができるよう規定を改める。 

  ＜令和４年４月１日から施行＞ 

 

 

12 山梨県民生委員定数条例中改正の件 

   国の基準等に鑑み、民生委員の定数の見直しを行う。 

  ＜令和４年１２月１日から施行＞ 

 

 

13 山梨県指定障害福祉サービスの事業等に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例及

び山梨県指定通所支援の事業等に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例中改正の件 

   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービ

スの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令等の一部改正に鑑み、

従業者の員数に関する特例等の適用期限を延長する。 

   １ 山梨県指定障害福祉サービスの事業等に関する基準等を定める条例等の一部を改正する

条例 

     ・ 一定の福祉型障害児入所施設を指定障害者支援施設等とみなす特例の適用期限延長 

令和４年３月３１日 → 令和６年３月３１日 

   ２ 山梨県指定通所支援の事業等に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例 

     ・ 一定の指定障害者支援施設等を福祉型障害児入所施設とみなす特例の適用期限延長 

        令和４年３月３１日 → 令和６年３月３１日 

  ＜令和４年４月１日から施行＞ 
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14 青少年保護育成のための環境浄化に関する条例及び山梨県高齢者居室等整備資金及び重度心身

障害者居室等整備資金貸付条例中改正の件 

   民法の一部改正に鑑み、青少年の定義等について所要の改正を行う。 

   １ 青少年保護育成のための環境浄化に関する条例 

     ・ 青少年の定義から、婚姻による成年擬制に関する内容を削除 

   ２ 山梨県高齢者居室等整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金貸付条例 

     ・ 連帯保証人の年齢要件の引き下げ  ２０歳以上 → １８歳以上 

  ＜令和４年４月１日から施行＞ 

 

 

15 山梨県公衆浴場法施行条例中改正の件 

   最近の社会情勢の変化に鑑み、公衆浴場の営業者が講じなければならない措置の基準につい

て所要の改正を行う。 

 １ 混浴制限年齢の引き下げ  １０歳以上 → ７歳以上 

２ サウナ、岩盤浴等について、知事が公衆衛生上及び風紀上特に支障がないと認めた場合

には、混浴に関する措置基準を適用しないことができるよう規定を改める。  など 

  ＜令和４年４月１日から施行。ただし、１については令和４年１０月１日から施行＞ 

 

 

16 山梨県産業技術センター諸収入条例中改正の件 

新たに導入した機器に係る使用料及び手数料の額を定めるとともに、所要の改正を行う。 

   １ 新たに導入した機器に係る使用料の設定          ７件 

   ２ 新たに導入した機器を用いた試験等に係る手数料の設定  ７件 

   ３ 廃棄する機器に係る項目を削除             ９件 

   ４ 廃棄する機器を用いた試験等に係る項目を削除      ６件 

   ５ 機器の更新等に伴う金額の変更             ２件 

  ＜令和４年４月１日から施行＞ 

 

 

17 山梨県立学校設置条例中改正の件 

県立増穂商業高等学校、県立市川高等学校及び県立峡南高等学校を廃止するため、所要の改

正を行う。 

  ＜令和４年４月１日から施行＞ 

 

 

18 山梨県立少年自然の家設置及び管理条例中改正の件 

社会教育施設の機能を集約し、施設規模の適正化等を図るため、県立愛宕山少年自然の家を

廃止する。 

  ＜令和５年４月１日から施行＞ 
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19 山梨県立男女共同参画推進センター設置及び管理条例中改正の件 

南巨摩郡南部町に所在する県立男女共同参画推進センターの移転に伴い、利用料金限度額に

ついて所要の改正を行う。 

   ・ 南巨摩郡南部町に所在するセンターの利用料金限度額を削除 

  ＜令和４年６月１日から施行＞ 

 

 

【廃止条例】 

20 山梨県立青少年自然の里設置及び管理条例廃止の件 

県立ゆずりはら青少年自然の里を上野原市に無償譲渡することとし、県立ゆずりはら青少年

自然の里を廃止する。 

  ＜令和５年４月１日から施行＞ 

 

 

21 令和４年度山梨県一般会計予算 

 

22 令和４年度山梨県恩賜県有財産特別会計予算 

 

23 令和４年度山梨県災害救助基金特別会計予算 

 

24 令和４年度山梨県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算 

 

25 令和４年度山梨県中小企業近代化資金特別会計予算 

 

26 令和４年度山梨県市町村振興資金特別会計予算 

 

27 令和４年度山梨県県税証紙特別会計予算 

 

28 令和４年度山梨県集中管理特別会計予算 

 

29 令和４年度山梨県林業・木材産業改善資金特別会計予算 

 

30 令和４年度山梨県公債管理特別会計予算 

 

31 令和４年度山梨県国民健康保険特別会計予算 

 

32 令和４年度山梨県営電気事業会計予算 

 

33 令和４年度山梨県営温泉事業会計予算 

 

34 令和４年度山梨県営地域振興事業会計予算 

 

35 令和４年度山梨県流域下水道事業会計予算 
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36 普通財産貸付料減額の件 

   山梨食肉流通センターの事業用として貸し付ける普通財産の貸付料を減額する。 

 

 

 

37 包括外部監査契約締結の件 

   契約の始期  令和４年４月１日（１年間） 

   契約の金額  １３，０００千円を上限とする額 

   契約の相手方  住所 甲府市上町 

           氏名 關野 孝 

           資格 公認会計士 

 

 

 

38 県営土地改良事業施行に伴う市町村負担の件 

   令和４年度に施行する事業について市町村の負担率を定める。 

   ・ 農村地域活性化農道整備事業           工事費の３０／１００以内 

   ・ 土地改良施設維持管理事業(管理体制整備型)    工事費の２５／１００以内 など 

 

 

 

39 林道事業施行に伴う市町村負担の件 

   令和４年度に施行する事業について市町村の負担率を定める。 

   ・ 国庫補助森林居住環境整備事業 森林基幹道(生活関連林道) 工事費の１／１０ 

 

 

 

40 急傾斜地崩壊対策事業施行に伴う市町村負担の件 

   令和４年度に施行する事業について市町村の負担率を定める。 

   ・ 急傾斜地崩壊対策事業                  工事費の２／１０以内 

 

 

 

41 国営土地改良事業完了に伴う市町村負担の件 

   令和３年度に完了する事業について市町村の負担率を定める。 

   ・ 国営施設機能保全事業(笛吹川沿岸地区)      工事費の４９／３００以内 

 

 

 

42 流域下水道の維持管理に要する費用の市町村負担の件 

   流域下水道事業の維持管理に要する費用について市町村の負担額を定める。 

   ・ 富士北麓流域下水道（富士吉田市、忍野村、山中湖村、富士河口湖町） 

      令和４年度～６年度 １立方メートル当たり５７円 
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43 流域下水道の維持管理に要する費用の市町村負担の件 

   流域下水道事業の維持管理に要する費用について市町村の負担額を定める。 

   ・ 峡東流域下水道（甲府市、山梨市、笛吹市、甲州市） 

      令和４年度～６年度 １立方メートル当たり６８円 

 

 

 

44 流域下水道の維持管理に要する費用の市町村負担の件 

   流域下水道事業の維持管理に要する費用について市町村の負担額を定める。 

   ・ 釜無川流域下水道（韮崎市、南アルプス市、甲斐市、中央市、市川三郷町、富士川町、

昭和町） 

      令和４年度～６年度 １立方メートル当たり６３円 

 

 

 

45 流域下水道の維持管理に要する費用の市町村負担の件 

   流域下水道事業の維持管理に要する費用について市町村の負担額を定める。 

   ・ 桂川流域下水道（富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、西桂町） 

富士吉田市、都留市、大月市、西桂町 

       令和４年度～６年度 １立方メートル当たり１１９円 

上野原市 

 令和４年度～６年度 １立方メートル当たり１３９円 

 

 




